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判
例
研
究

複
数
口
債
権
に
対
す
る
破
産
手
続
開
始
決
定
後
の

一
部
弁
済
と
開
始
時
現
存
額
主
義

「
最
判
小
三
平
成
二
二
・
三
・
一
六
、
平
成
二
〇
年
（
受
）
第
一
二
〇
二
号
、
民
集
六
四
巻

二
号
五
二
三
頁
、
判
時
二
〇
一
八
号
一
三
頁
、
判
タ
一
三
二
三
号
一
二
八
頁
、
金
判
一
三
三

九
号
二
六
頁
」

西

中

薗

浩

「
事
実
の
概
要
」

Ａ
（
中
小
企
業
金
融
公
庫
）
は
、
Ｂ
社
に
対
し
五
口
の

１
）

債
権
を
有
し
て
お
り
、
Ｂ
社
お
よ
び
Ｃ
（
物
上
保
証
人
）
は
、
お
の
お
の
そ
の

所
有
す
る
本
件
土
地
の
持
ち
分
二
分
の
一
と
Ｂ
社
所
有
の
本
件
建
物
に
つ
き
、
こ
れ
ら
五
つ
の
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
極
度
額
を
一
億

五
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
根
抵
当
権
を
設
定
し
同
設
定
登
記
手
続
を
経
て
い
た
。
Ａ
は
Ｂ
社
お
よ
び
Ｃ
と
の
間
に
、
本
件
土
地
お
よ
び
本
件
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建
物
を
法
定
の
手
段
に
よ
ら
ず
、
一
般
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
、
時
期
、
価
額
等
に
よ
り
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
処

分
代
金
を
任
意
の
方
法
で
債
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
合
意
し
て
い
た
。

大
阪
地
裁
堺
支
部
は
、
平
成
一
七
年
一
二
月
一
二
日
、
Ｂ
社
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
旨
の
決
定
を
し
、
Ｘ
を
そ
の
破
産
管
財

人
に
選
任
し
た
。

Ａ
は
Ｂ
社
の
破
産
手
続
に
お
い
て
平
成
一
八
年
二
月
三
日
付
で
破
産

２
）

債
権
の
届
け
出
を
行
っ
た
。

本
件
土
地
お
よ
び
建
物
は
、
平
成
一
八
年
三
月
二
八
日
、
任
意
売
却
さ
れ
た
。
Ａ
は
Ｂ
社
に
対
す
る
別
除
権
行
使
に
よ
り
本
件
土
地
の

Ａ
社
持
分
の
売
却
代
金
か
ら
四
八
一
七
万
八
四
四
三
円
、
本
件
建
物
の
売
却
代
金
か
ら
二
八
七
八
万
一
九
二
八
円
、
合
計
七
六
九
六
万
三

七
一
円
を
本
件
破
産
債
権
に
対
す
る
弁
済
と
し
て
受
領
し
、
同
破
産
債
権
の

３
）

一
部
に
充
当
し
た
。
ま
た
Ａ
は
Ｃ
に
対
す
る
根
抵
当
権
の
行

使
と
し
て
本
件
土
地
の
持
分
の
売
却
代
金
か
ら
四
八
一
七
万
八
四
四
四
円
を
本
件
破
産
債
権
に
対
す
る
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
。

Ａ
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
〇
日
付
で
別
除
権
行
使
に
よ
り
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
債
権
の
額
が
確
定
し
た

と
し
て
、
全
破
産
債
権
額
一
億
三
一
九
八
万
二
一

４
）

三
円
か
ら
別
除
権
行
使
に
よ
っ
て
弁
済
を
受
け
た
七
六
九
六
万
三
七
一
円
を
控
除
し
た

残
額
五
五
〇
一
万
九
八
四
二
円
を
確
定
不
足
額
と
し
て
届
け
出
た
。

本
件
破
産
管
財
人
で
あ
る
Ｘ
が
同
年
七
月
六
日
に
行
わ
れ
た
債
権
調
査
期
日
に
お
い
て
上
記
確
定
不
足
額
に
つ
き
異
議
を
述
べ
た
た

め
、
Ａ
は
同
月
二
八
日
、
破
産
裁
判
所
に
対
し
本
件
破
産
債
権
額
の
査
定
を
申
し
立
て
た
。
同
裁
判
所
は
、
同
年
一
〇
月
二
四
日
、
本
件

破
産
債
権
額
を
五
五
〇
一
万
九
八
四
二
円
と
査
定
す
る
決
定
を
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
上
記
決
定
を
不
服
と
し
、
本
件
破
産
債
権
額
を
二
二
四
四
万
四
〇
〇

５
）

〇
円
と
す
る
査
定
を
求
め
、
本
件
訴
え
（
査

定
異
議
の
訴
え
）
を
提
起
し
た
。

一
審
お
よ
び
原
審
は
、
い
ず
れ
も
Ａ
の
主
張
を
採
用
し
、
複
数
債
権
の
総
額
の
弁
済
を
受
け
な
い
限
り
、
破
産
法
一
〇
四
条
に
定
め
る
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開
始
時
現
存
額
主
義
が
適
用
さ
れ
、
破
産
債
権
者
は
破
産
手
続
に
お
い
て
は
弁
済
を
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
、
破
産
債
権
査
定
決
定
を
認
可
し
た
た
め
、
Ｘ
が
上
告
受
理
の
申
立
て
を
し
、
最
高
裁
第
三
法
廷
が
こ
れ
を
上
告
審
と
し
て
受
理

し
た
。

Ａ
は
原
判
決
後
解
散
し
、
Ｙ
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）
が
Ａ
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
。
な
お
、
同
債
権
を
保
証
し
て
い
た
連
帯
保
証

人
も
同
時
に
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
、
Ｘ
が
同
じ
く
破
産
管
財
人
と
し
て
就
任
し
、
同
様
の
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
、
最
高
裁

６
）

判
決

（
同
日
判
決
）
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
件
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
日
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

「
判
旨
」

破
棄
差
戻
し

最
高
裁
第
三
法
廷
は
、
次
の
理
由
で
原
審
の
判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。

「
同
一
の
給
付
に
つ
い
て
複
数
の
者
が
「
各
自
全
部
の
履
行
を
す
る
義
務
」
を
負
う
場
合
（
以
下
、
全
部
の
履
行
を
す
る
義
務
を
負
う
者

を
「
全
部
義
務
者
」
と
い
う
。）、
全
部
義
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
他
の
全
部
義
務
者
が
債
権
者
の
債
権
者
に
対
し
て
弁
済

そ
の
他
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
行
為
（
以
下
「
弁
済
等
」
と
い
う
。）
を
す
れ
ば
、
実
体
法
上
は
、
上
記
弁
済
等
に
係
る
破
産
債
権
は
、
上

記
弁
済
等
が
さ
れ
た
範
囲
で
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
破
産
法
一
〇
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
は
、
複
数
の
全
部
義
務
者
を
設
け
る
こ
と
が
責

任
財
産
を
集
積
し
て
当
該
債
権
の
目
的
で
あ
る
給
付
の
実
現
を
よ
り
確
実
に
す
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
機
能

を
破
産
手
続
に
お
い
て
重
視
し
、
全
部
義
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
他
の
全
部
義
務
者
が
弁
済
等
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

破
産
手
続
上
は
、
そ
の
弁
済
等
に
よ
り
破
産
債
権
の
全
額
が
消
滅
し
な
い
限
り
、
当
該
破
産
債
権
が
破
産
手
続
開
始
の
時
に
お
け
る
額
で
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現
存
し
て
い
る
も
の
と
み
て
、
債
権
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
（
い
わ
ゆ
る
開
始
時
現
存
額
主
義
）
を
定
め
、
こ
の

債
権
額
を
基
準
に
破
産
債
権
者
に
対
す
る
配
当
額
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
条
一
項
及
び
二
項
は
、
上
記
の
趣
旨
に
照

ら
せ
ば
、飽
く
ま
で
弁
済
等
に
係
る
当
該
破
産
債
権
に
つ
い
て
、破
産
債
権
額
と
実
体
法
上
の
債
権
額
と
の
か
い
離
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ

て
、
同
項
に
い
う
「
そ
の
債
権
の
全
額
」
も
、
特
に
「
破
産
債
権
者
の
総
債
権
」
な
ど
と
規
定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
弁
済
等
に
係
る
当

該
破
産
債
権
の
全
額
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
債
権
者
が
複
数
の
全
部
義
務
者
に
対
し
て
複
数
の
債
権

を
有
し
、
全
部
義
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
他
の
全
部
義
務
者
が
上
記
の
複
数
債
権
の
う
ち
の
一
部
の
債
権
に
つ
き
そ
の
全

額
を
弁
済
等
し
た
場
合
に
は
、
弁
済
等
に
係
る
当
該
破
産
債
権
に
つ
い
て
は
そ
の
全
額
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
複
数
債
権
の

全
部
が
消
滅
し
て
い
な
く
て
も
、
同
項
に
い
う
「
そ
の
債
権
の
全
額
が
消
滅
し
た
場
合
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
債
権
者
は
、
当
該

破
産
債
権
に
つ
い
て
は
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
破
産
法
一
〇
四
条
五
項
は
、
物
上
保
証
人
が
債
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
破
産
債
権
で
あ
る
被
担
保
債
権
に
つ
き
、

同
条
二
項
を
準
用
し
、
そ
の
破
産
債
権
の
額
に
つ
い
て
、
全
部
義
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
他
の
全
部
義
務
者
が
債
権
者
に
対

し
て
弁
済
等
を
し
た
場
合
と
同
様
の
扱
い
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
物
上
保
証
人
が
複
数

の
被
担
保
債
権
の
う
ち
の
一
部
の
債
権
に
つ
き
そ
の
全
額
を
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
複
数
の
被
担
保
債
権
の
全
部
が
消
滅
し
て
い
な
く
て

も
、
上
記
の
弁
済
に
係
る
当
該
債
権
に
つ
い
て
は
、
同
条
五
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
二
項
に
い
う
「
そ
の
債
権
の
全
額
が
消
滅
し
た

場
合
」
に
該
当
し
、
債
権
者
は
、
破
産
手
続
に
お
い
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

な
お
、
田
原
判
事
の
補
足

７
）

意
見
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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検
討
｜

問
題
点
の
所
在
｜

い
わ
ゆ
る
「（
手
続
）
開
始
時
現
存
額
主
義
」
と
は
、「
数
人
の
全
部
義
務
者
の
全
員
、
ま
た
は
そ
の
中
の
数
人
が
破
産
手
続
開
始
決
定

を
受
け
た
と
き
に
、
債
権
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
務
者
に
対
す
る
破
産
手
続
開
始
時
の
債
権
額
全
額
に
つ
い
て
破
産
債
権
者
と
し
て
そ
の

権
利
を
行
使
で
き
る
（
破
一
〇
四

）。（
中
略
）
そ
の
意
義
は
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
破
産
手
続
開
始
時
の
現
存
額
が
破
産

債
権
に
な
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
一
部
の
弁
済
を
受
け
て
い
れ
ば
、
本
来
の
債
権
額
全
額
に
つ
い
て
債
権
届
出
は
で
き
な
い
。
第
二

に
、
い
っ
た
ん
現
存
額
の
届
出
を
な
せ
ば
、
そ
の
後
に
他
の
義
務
者
か
ら
の
弁
済
が
な
さ
れ
て
も
、
破
産
債
権
額
に
影
響
は
な
い
こ
と
で

あ
る
（
破

８
）
９
）

一
〇
四

）。」
と
す
る
ル
ー
ル
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
論
点
は
、
第
二
点
目
の
、
破
産
手
続
開
始
時
に
現
存
す
る
債
権
額
を
破
産
債
権
と
し
て
届
出
ら
れ
た
債

権
額
は
、
開
始
決
定
後
に
他
の
義
務
者
（
本
件
で
は
物
上
保
証
人
）
に
よ
る
弁
済
を
も
っ
て
債
権
額
が
減
少
す
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。以

下
、
本
稿
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
が
示
し
た
破
産
法
一
〇
四
条
二
項
に
い
う
「
そ
の
債
権
」
の
意
味
と
（
手
続
）
開
始
時
現
存
額
主

義
に
関
す
る
理
解
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。

１

破
産
法
一
〇
四
条
二
項
に
い
う
「
そ
の
債
権
」
の
意
味

本
件
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
根
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
五
口
の
債
権
（
本
件
破
産
債
権
）
は
、
実
体
法
上
は
五
つ
で
あ
る
が
、

破
産
法
上
も
五
つ
の
債
権
と
考
え
る
（
口
単
位
説
）
べ
き
な
の
か
あ
る
い
は
、
債
権
者
の
有
す
る
複
数
債
権
の
す
べ
て
（
す
な
わ
ち
、
取

扱
い
上
は
「
一
つ
の
統
合
さ
れ
た
債
権
」）
と
考
え
る
（
総
債
権
説
）
べ
き
な
の
か
が
争
点
と
さ
れ
た
。
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本
件
で
は
、
本
件
不
動
産
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
被
担
保
債
権
は
、
五
口
で
あ
る
。
物
上
保
証
人
の
持
ち
分
も
含
め
本
件
不
動
産

の
売
却
益
か
ら
弁
済
さ
れ
た
額
は
、
五
口
の
債
権
全
額
を
満
足
さ
せ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
独
立
し
た
各
債
権
に
つ
い
て
は
そ
れ

ら
の
う
ち
の
一
部
に
つ
き
完
済
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
争
点
に
つ
き
、
本
件
最
高
裁
判
決
は
、「『
そ
の
債
権
の
全
額
』
も
、
特
に
『
破
産
債
権
者
の
総
債
権
』
な
ど
と
規
定
さ
れ
て
い
な

い
以
上
、
弁
済
等
に
係
る
当
該
破
産
債
権
の
全
額
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」と
説
示
し
、
口
単
位
説
を
と
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

な
お
、
口
単
位
説
を
と
る
こ
と
の
論
拠
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
「
過
大
回
収
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
森
田

10
）

教
授
の
指
摘
に
あ
る
よ
う

に
こ
の
理
論
を
採
用
す
る
に
十
分
な
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

さ
て
、
上
記
の
本
件
最
高
裁
判
決
の
説
示
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
一
〇
四
条
二
項
の
規
定
の
文
理
上
は
「
破
産
債
権
者
の
総
債
権
額
」

と
も
「
当
該
破
産
債
権
の
全
額
」
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
必
ず
し
も
本
件
判
決
に
十
分
な
根
拠
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ

な
い
と
の
理
解
も
存
在
す
る
。

２

手
続
）
開
始
時
現
存
額
主
義
に
関
す
る
問
題

破
産
手
続
開
始
決
定
後
、（
物
上
保
証
人
を
含
む
）
全
部
義
務
者
か
ら
の
弁
済
が
あ
っ
た
場
合
、（
手
続
）
開
始
時
現
存
額
主
義
が
適
用

に
な
る
か
い
な
か
の
問
題
は
、
当
該
破
産
手
続
関
係
者
（
当
該
の
破
産
債
権
者
、
ほ
か
の
債
権
者
、
弁
済
を
し
た
全
部
義
務
者
）
に
と
り

配
当
の
帰
趨
を
決
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

八
田

11
）

教
授
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
ら
の
者
の
対
立
関
係
は
、
弁
済
を
し
た
他
の
全
部
義
務
者
が
弁
済
し
た
額
と
同
額
の
求
償
権
を
取
得
し
、

配
当
に
あ
ず
か
れ
る
か
に
よ
り
、
全
部
義
務
債
権
者
・
他
の
一
般
債
権
者
、
全
部
義
務
債
権
者
・
ほ
か
の
全
部
義
務
者
、
全
部
義
務
債
権
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者
・
ほ
か
の
一
般
債
権
者
お
よ
び
他
の
全
部
義
務
者
間
、
全
部
義
務
債
権
者
・
物
上
保
証
人
間
の
ど
こ
で
生
じ
る
か
が
異
な
っ
て
く
る
。」、

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
関
係
を
考
慮
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
考
慮
し
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
今
回
の
最
高
裁
判
決
は
こ
れ
を
考
慮

し
な
い
も
の
と
し
た
。」
と
の
理
解
を
示
さ
れ
、
さ
ら
に
最
高
裁
の
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
つ
場
合
、「
開
始
時
現
存
額
主
義
は
、
債
権
者

平
等
原
則
の
例
外
と
な
る
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
も
だ
と
い
う
理
解
が
浮
上
す
る
。
具
体
的
に
は
、
⑴
全
部
義
務
債
権

者
、
⑵
他
の
一
般
債
権
者
、
⑶
他
の
全
部
義
務
者
・
物
上
保
証
人
の
間
の
以
下
の
よ
う
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。

﹇
第
一
ル
ー
ル
﹈：

全
部
義
務
債
権
者
が
全
額
弁
済
を
受
け
ま
で：

⑴＞

⑵＞

⑶
、
⑴＞

⑵
は
、
他
の
全
部
義
務
者
に
よ
る
弁
済
分
に
対

応
す
る
配
当
額
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
他
の
全
部
義
務
者
に
よ
る
弁
済
に
よ
り
債
権
者
の
債
権
額
が
減
少
し
た
分
他
の
一
般
債
権
者
に
本

来
回
る
べ
き
配
当
が
、
開
始
時
現
存
額
主
義
に
よ
り
全
部
義
務
債
権
者
に
留
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑵＞

⑶
は
、
他
の
全
部
義
務
者
に

よ
る
弁
済
分
に
対
応
す
る
配
当
を
除
く
（
全
破
産
財
団
か
ら
の
）
残
配
当
金
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
他
の
一
般
債
権
者
は
当
該
残
配
当
金

か
ら
の
配
当
に
与
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
）。

﹇
第
二
ル
ー
ル
﹈
全
部
義
務
債
権
者
が
全
額
弁
済
を
受
け
た
後：

⑴
は
脱
落
し
、
⑵＝

⑶
。

﹇
第
一
ル
ー
ル
﹈に
お
い
け
る
⑴＞

⑵
の
正
当
化
根
拠
は
、
以
下
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
部
義
務
債
権
者
は
、
破
産
手
続

開
始
決
定
時
に
、
観
念
的
に
、
開
始
時
の
価
額
に
対
応
す
る
配
当
額
に
つ
い
て
権
利
を
取
得
す
る
。
そ
の
権
利
は
、
債
権
の
弁
済
を
受
け

て
も
、
そ
れ
が
他
の
全
部
義
務
者
か
ら
の
弁
済
で
あ
り
、
か
つ
全
額
の
弁
済
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
な
く
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

権
利
を
減
ら
し
て
し
ま
う
と
、
他
の
全
部
義
務
者
か
ら
の
弁
済
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
全
部
義
務
債
権
者
に
割
り
振
ら
れ
る
べ
き
責
任

財
産
が
減
る
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
は
、
責
任
財
産
の
集
積
と
い
う
趣
旨
に
反
す
る
。

以
上
に
か
ん
が
み
る
に
、
複
数
債
権
を
単
位
と
し
て
開
始
時
現
存
額
主
義
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
は
、
複
数
債
権
の
一
口
が
全
部
弁
済

さ
れ
た
場
合
に
上
記
﹇
第
一
ル
ー
ル
﹈
を
適
用
す
る
か
﹇
第
二
ル
ー
ル
﹈
を
適
用
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
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こ
れ
は
、﹇
事
例
﹈
で
い
え
ば
、
債
権
と
配
当
金
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
、｛［

P
］←［

p ］｝＋｛［
Q
］←［

q ］｝

と
考
え
る
か
、

｛［
P
＋
Q
］←［

p ＋
q ］｝

と
考
え
る
か
、
に
依
存
す
る
（
前
者
で
あ
れ
ば
、﹇
第
一
ル
ー
ル
﹈
適
用＝

開
始
時
現
存
額
主
義
適
用
、
後
者
で
あ

れ
ば
﹇
第
二
ル
ー
ル
﹈
適
用＝

開
始
時
現
存
額
主
義
不
適
用
）。」
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
。

そ
し
て
、「
複
数
債
権
全
体
を
単
位
と
し
た
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
を
否
定
す
る
最
高
裁
の
結
論
に
は
異
存
が
な
い
が
、
そ
の
理
由

付
け
に
関
し
て
は
少
な
か
ら
ず
腑
に
落
ち
な
い
点
が
あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
八
田
教
授
の
分
析
と
指
摘
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
の
理
由
付
け
の
点
で
さ
ら
な
る
細
論
を
要
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の

と
解
す
る
。
こ
の
点
で
、
前
記
１
で
の
本
件
判
決
の
「
そ
の
債
権
」
に
つ
い
て
の
説
示
と
同
様
、
さ
ら
な
る
根
拠
づ
け
を
必
要
と
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
に
つ
い
て
は
す
で
に
す
ぐ
れ
た

12
）

解
説
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
本
件
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
一
般
的
な

13
）

解
説
は
割
愛
し
た
。

３

結
び
に
か
え
て

本
件
最
高
裁
判
決
は
、
当
事
者
や
利
害
関
係
人
相
互
間
に
存
在
す
る
利
益
状
態
に
つ
き
、
直
接
の
利
益
衡
量
を
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た

具
体
的
事
件
の
特
性
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
一
般
論
と
し
て
破
産
法
一
〇
四
条
に
定
め
る
「（
手
続
）
開
始
時
現
存
額
主
義
」
お
よ
び
同
条

二
項
の
「
そ
の
債
権
」
に
つ
き
最
高
裁
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
高
裁
レ
ベ
ル
で
分
か
れ
て
い
た
立
場
を
明
確
に
し
た
と
い
う
意
味
で
高

く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

し
か
し
、
若
干
の
論
説
を
挙
げ
て
本
文
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
の
論
証
に
お
い
て
異
論
な
き
ほ
ど
に
十
分
な
説
示
が
な
さ

れ
て
い
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
同
日
判
決
に
関
す
る
別
稿
を
も
っ
て
筆
者
の
立

場
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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注１
）

五
口
の
貸
付
債
権
は
次
の
と
お
り
。

貸
付
日

金
額

償
還
期
限

利
息

遅
延
損
害
金

貸
付
一

平
成
一
〇
年
九
月
一
〇
日

六
〇
〇
〇
万
円

平
成
一
七
年
八
月
三
一
日

年
二

五
％

年
一
四

五
％

貸
付
二

平
成
一
一
年
二
月
二
六
日

一
五
〇
〇
万
円

平
成
二
一
年
二
月
二
八
日

年
二

九
％

年
一
四

五
％

貸
付
三

平
成
一
一
年
二
月
二
六
日

四
五
〇
〇
万
円

平
成
一
八
年
九
月
三
〇
日

年
二

九
％

年
一
四

五
％

貸
付
四

平
成
一
一
年
九
月
二
九
日

三
五
〇
〇
万
円

平
成
一
八
年
九
月
三
〇
日

年
二

三
％

年
一
四

五
％

貸
付
五

平
成
一
三
年
一
月
一
七
日

二
五
〇
〇
万
円

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

年
二

一
％

年
一
四

五
％

２
）

届
け
出
ら
れ
た
破
産
債
権
は
次
の
と
お
り
。

元
本貸

付

元
本
金
額

貸
付
一

三
五
二
八
万
円

貸
付
二

一
一
一
九
万
四
〇
〇
〇
円

貸
付
三

二
九
七
八
万
円

貸
付
四

二
六
〇
八
万
八
〇
〇
〇
円

貸
付
五

二
二
四
四
万
四
〇
〇
〇
円

約
定
利
息

三
五
万
二
八
一
五
円

遅
延
損
害
金
（
破
産
開
始
決
定
の
日
の
前
日
ま
で
の
分
）

一
五
三
万
七
一
四
〇
円

遅
延
損
害
金
（
破
産
開
始
決
定
の
日
以
降
の
分
）

未
定

３
）

①
本
件
貸
借
に
係
る
同
日
ま
で
の
遅
延
損
害
金
合
計
六
八
四
万
一
三
九
八
円
、
②
同
約
定
利
息
金
合
計
三
五
万
二
八
一
五
円
、
③
貸
付
一
元
本
三
五
二
八

万
円
、
④
貸
付
二
元
本
一
一
一
九
万
四
〇
〇
〇
円
、
⑤
貸
付
三
元
本
の
う
ち
の
二
三
二
九
万
二
一
五
八
円
。

４
）

本
件
貸
付
金
元
本
合
計
一
億
二
四
七
八
万
六
〇
〇
〇
円
、
約
定
利
息
金
合
計
三
五
万
二
八
一
五
円
、
同
年
三
月
二
八
日
ま
で
の
遅
延
損
害
金
合
計
六
八
四
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万
一
三
九
八
円
。

５
）

別
除
権
行
使
に
よ
る
上
記
弁
済
の
ほ
か
、
物
上
保
証
人
Ｃ
に
対
す
る
根
抵
当
権
行
使
に
よ
り
弁
済
を
受
け
た
四
八
一
七
万
八
四
四
四
円
を
充
当
し
て
も
、

な
お
全
額
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
貸
付
五
の
元
本
額
。

６
）

最
判
小
三
平
成
二
二
・
三
・
一
六
、
平
成
二
〇
年
（
受
）
第
一
四
五
九
号
、
判
時
二
〇
七
八
号
一
八
頁
、
判
タ
一
三
二
三
号
一
〇
六
頁
、
金
法
一
九
〇
二

号
一
二
〇
頁
、
金
・
商
判
例
一
三
四
四
、
二
五
頁
。

７
）

田
原
判
事
の
補
足
意
見
は
、
法
廷
意
見
に
賛
成
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
例
を
示
し
、
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
を
否
定
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。す

な
わ
ち
「
債
権
者
の
甲
は
、
破
産
者
乙
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
時
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
口
の
債
権
を
有
し
て
い
る
。
丙
は
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
債
権
す

べ
て
を
連
帯
保
証
し
、
丁
は
Ｃ
の
債
権
に
つ
き
、
戊
は
Ｂ
の
債
権
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
連
帯
保
証
し
、
丙
、
丁
、
戊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
将
来
の
求
償
権
に
つ
き

債
権
届
出
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
甲
が
そ
の
破
産
債
権
を
行
使
し
て
い
る
以
上
、
丙
、
丁
、
戊
の
各
債
権
は
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
債
権
調
査
に
お
い
て
全
額
に
つ
き
異
議
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
債
権
調
査
期
間
終
了
ま
で
に
、
丁
が
そ
の
保
証
債
務
Ｃ
の
全
額
を
履
行
す
れ
ば
、
甲
の
乙
に
対
す
る
Ｃ
債
権
は
実
体
法
上
消
滅
し
、
他
方
、
丁

が
停
止
条
件
付
債
権
と
し
て
届
け
出
た
求
償
権
の
停
止
条
件
が
成
就
し
た
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
調
査
で
は
、
甲
の
債
権
は
、
Ａ
、
Ｂ
の
み
が
認

め
ら
れ
、
ま
た
、
届
出
済
み
の
Ｃ
債
権
の
求
償
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
戊
が
Ｂ
債
権
の
二
分
の
一
を
弁
済
し
た
場
合
、
戊
は
、
破
産
法
一

〇
四
条
二
項
に
よ
り
、
そ
の
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
丙
が
Ｂ
債
権
の
残
り
二
分
の
一
を
弁
済
し
た
と
き
は
、
甲
の
乙
に
対
す
る

Ｂ
債
権
は
実
体
法
上
全
部
消
滅
し
、
戊
が
甲
の
乙
に
対
し
て
履
行
す
べ
き
債
権
は
存
し
な
い
か
ら
、
戊
の
Ｂ
債
権
の
二
分
の
一
の
求
償
権
の
行
使
を
妨
げ
る

事
情
は
消
滅
し
、
債
権
調
査
に
お
い
て
戊
は
上
記
求
償
権
の
行
使
を
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
丙
が
Ａ
債
権
に
つ
き
保
証
債
務
の
履

行
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
丙
の
Ｂ
債
権
の
二
分
の
一
の
現
実
化
し
た
求
償
権
の
行
使
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
戊
と
の
間
で
均
衡
を
失
す
る
も
の
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
例
に
お
い
て
、
甲
は
乙
の
破
産
手
続
開
始
時
に
は
、
乙
に
対
す
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
債
権
を
有
し
て
い
る
が
、
債
権
調
査
期
間
満
了
ま
で
に
、
Ｂ
、

Ｃ
の
債
権
が
消
滅
し
て
い
る
以
上
、
Ａ
の
債
権
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
Ｂ
、
Ｃ
の
全
債
権
を
も
含
め
て
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
の
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
。

８
）

伊
藤
眞
「
破
産
法
・
民
事
再
生
法
（
第
二
版
）」
二
一
六
頁
、
破
産
法
一
〇
四
条
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
同
頁
の
原
注
88
）
の
記
述
参
照
。
な
お
、「
全
部

義
務
者
と
は
、
不
可
分
債
務
（
民
四
三
〇
）、
連
帯
債
務
（
民
四
三
二
）、
不
真
正
連
帯
債
務
、
連
帯
保
証
債
務
（
民
四
五
八
）、
お
よ
び
手
形
に
つ
い
て
の
合
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同
債
務
（
手
四
七
）
な
ど
を
含
む
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
書
二
一
五
頁
。

９
）

破
産
法
一
〇
四
条
に
い
う
（
手
続
）
開
始
時
現
存
額
主
義
成
立
ま
で
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
木

川
裕
一
郎
「
本
件
評
釈
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
42
（
二
〇
一
一

上

）
一
二
六
頁
、
以
下
、
特
に
一
二
七
〜
一
二
八
頁
参
照
。

10
）

森
田
修
「
破
産
法
一
〇
四
条
二
項
に
い
う
「
債
権
の
全
額
」
の
意
義
｜

物
上
保
証
人
が
複
数
の
被
担
保
債
権
の
う
ち
の
一
個
の
債
権
に
付
き
そ
の
全
額

を
弁
済
し
た
場
合
（
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
）

最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

法
学
協
会
雑
誌
一
二
八
｜
一
〇
、
二
六
四
四
頁
以
下
、
特
に
二

六
五
四
頁
以
下
参
照
。

11
）

八
田
卓
也
「
複
数
の
全
部
義
務
に
係
る
債
権
が
存
在
す
る
場
合
の
、
複
数
債
権
全
体
を
単
位
と
し
た
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
の
有
無
｜

最
三
小
判

平
二
二
・
三
・
一
六
の
検
討
」
金
法
一
九
四
二
、
八
一
以
下
。

12
）

前
掲
注

９
）、

10
）、

11
）の
ほ
か
、
笹
浪
恒
弘
・
藤
川
和
之
・
高
村
健
一
「
数
口
債
権
と
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
・
弁
済
充
当
指
定
権
の
行
使
（
法

的
整
理
〜
破
産
）（
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
）」『
最
新
の
判
例
に
み
る
債
権
管
理
・
回
収
〔
銀
行
法
務
21

九
月
増
刊
号
〕』
所
収
・
五
六
頁
以

下
、
鹿
島
久
義
「
破
産
法
一
〇
四
条
に
お
け
る
口
単
位
説
の
判
例
上
の
位
置
づ
け
と
関
連
す
る
特
約
の
効
力
に
つ
い
て
（
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小

判
）」
神
戸
学
院
法
学
四
〇
｜
三
・
四
、
二
三
九
頁
以
下
、
小
原
将
照
「
複
数
口
の
債
権
と
開
始
時
現
存
額
主
義
｜

最
判
平
成
二
二
年
三
月
一
六
日
を
契
機

と
し
て
」
東
北
学
院
法
学
七
〇
号
、
八
五
頁
以
下
、
滝
澤
孝
臣
「
債
務
者
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
に
物
上
保
証
人
が
複
数
の
被
担
保
債
権
の
う
ち
の
一

部
の
債
権
に
つ
き
そ
の
全
額
を
弁
済
し
た
場
合
に
債
権
者
が
破
産
手
続
に
お
い
て
当
該
弁
済
に
係
る
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
可
否
（
消
極
）〔【
１
】
事
件
〕

複
数
の
債
権
の
全
部
を
消
滅
さ
せ
る
に
足
り
な
い
弁
済
を
受
け
た
債
権
者
が
そ
の
後
に
弁
済
充
当
の
指
定
に
関
す
る
特
約
に
基
づ
く
充
当
指
定
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
〔【
２
】
事
件
〕（
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
【
１
】【
２
】
事
件
）

民
事
法
判
例
研
究

金
・
商
判
例
一

三
四
九
・
八
頁
以
下
、
小
林
秀
之
「【
１
】
債
務
者
の
破
産
手
続
開
始
後
に
物
上
保
証
人
が
複
数
の
被
担
保
債
権
の
一
部
の
債
権
に
つ
き
全
額
を
弁
済
し
た
場

合
の
開
始
時
現
存
額
主
義
、【
２
】複
数
の
債
権
全
部
を
消
滅
さ
せ
る
に
足
り
な
い
弁
済
を
受
け
た
債
権
者
弁
済
か
ら
一
年
以
上
経
過
後
の
、
弁
済
充
当
の
指

定
に
関
す
る
特
約
に
基
づ
く
充
当
指
定
権
の
行
使
（【
１
事
件
】
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
、【
２
事
件
】
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
）

（
法
的
回
収
（
執
行
・
倒
産
））」
金
融
判
例
研
究
二
〇
（
金
法
一
九
〇
五
）、
四
八
頁
以
下
、
印
藤
弘
二
「
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
範
囲
を
示
し
た
最
高

裁
判
決
に
関
す
る
一
考
（
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
）（
大
阪
倒
産
実
務
交
流
会
15
）」
銀
行
法
務
21
、
三
二
頁
以
下
、
石
井
教
文
・
印
藤
弘
二
・

笠
井
正
俊
・
中
井
康
之
「
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
決
の
射
程
と
実
務
対
応
（
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
三
小
判
）

特
別
座

談
会

」
金
法
一
九
〇
二
、
一
八
頁
以
下
、
亀
井
洋
一
「
開
始
時
現
存
額
主
義
が
債
権
別
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
、
債
権
者
の
充
当
指
定
権
を
否
定
し

た
二
つ
の
平
成
二
二
・
三
・
一
六
最
高
裁
第
三
小
法

廷
判
決
（H

O
T
/C
O
O
L P
la
y
er

）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
二
七
号
一
頁
以
下
、
石
毛
和
夫
「
債
務
者
の
破
産
手

北研48(2・ )95 331

判例研究>複数口債権に対する破産手続開始決定後の一部弁済と開始時現存額主義



続
開
始
決
定
後
に
物
上
保
証
人
が
複
数
の
被
担
保
債
権
の
う
ち
の
一
部
の
債
権
に
つ
き
そ
の
全
額
を
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
複
数
の
被
担
保
債
権
の
全
部
が

消
滅
し
て
い
な
く
て
も
、
債
権
者
は
破
産
手
続
に
お
い
て
前
記
弁
済
に
係
る
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〔
破
棄
差
戻
し
〕（
平
成
二
二
・
三
・
一
六

最
高
三
小
判
）

金
融
商
事
実
務
判
例
紹
介

」
銀
行
法
務
21
、
五
四
｜
七
、
六
一
頁
以
下
、
松
下
祐
記
「
本
件
評
釈
」
ジ
ュ
リ
一
四
二
〇
・
一
七
三
頁
な
ど
。

13
）

た
と
え
ば
、
破
産
法
一
〇
四
条
と
民
法
五
〇
二
条
と
の
関
係
に
関
す
る
学
説
の
状
況
（
前
掲
注
14
掲
載
、
小
原
論
文
一
〇
九
頁
以
下
、
お
よ
び
同
書
掲
載

参
考
文
献
参
照
）、
最
小
三
判
平
成
一
四
年
九
月
二
四
日
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
二
四
頁
と
の
関
係
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
「
コ
ッ
プ
の
中
の
嵐
」
論
（
前
掲
注

14
掲
載
・
松
下
・
一
七
四
頁
参
照
）
ほ
か
。
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